


・管理責任 

(1)専用利用者は、法令、管理者が定める規程等を遵守し、安全管理を徹底した運営を行うこと。 

(2)専用利用者は、関係者だけでなく、一般来場者に対しても法令遵守を徹底し安全な運営管理を行うこと。 

(3)専用利用者は、警備員又は係員を配置し、人的整理、車両誘導、事故防止を徹底すること。 

・遵守事項 

(1)専用利用者は、 専用利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸しないこと。 

(2)専用利用者は、管理者が指定する期日までに利用料金を納入すること。  

(3) 管理者の許可なく、駐車台数、駐車位置以外の場所を使用しないこと。 

(4)利用許可申請書に虚偽の記載事項をしないこと。 

(5)正当な手続きをとらず、利用許可申請書の内容等を変更しないこと。 

(6)管理者の許可なく、駐車場での宣伝行為、物品販売、寄付行為を行わないこと。 

(7)管理者の許可なく、旗又はのぼり等の掲揚、看板等の設置、壁又は柱等への張り紙、釘打等を行わないこと。 

(8)その他、本規程に疑義が生じた場合等には管理者との協議に応じ、誠実に対応するものとし、利用に関しては管理者の指示に従うこと。 

管理責任・遵守事項 



・損害賠償 

(1)専用利用者は、 利用終了後、駐車場を原状に回復しなければならない。原状回復に要する費用は専用利用者の負担とする。 

(2)専用利用者の責に帰すべき事由により、駐車場施設や第三者又は管理者に損害を与えた場合、専用利用者に対してその損害の賠償を請求する。  

(3)専用利用者が利用許可を取消、又は利用の制限もしくは中止が命じられた場合、これによった損害を受けた場合、 

 管理者は故意または重大な過失がない限り、その損害を賠償する責任を負わないこととする。 

・利用の取消・中止 

(1) 管理者は次のいずれかに該当する場合、専用利用の許可を取消し、又は中止することができる。 

・申請内容に虚偽があった場合。 

・本利用手引き、関係規程に違反した場合。 

・災害その他やむを得ない事由が生じた場合。 

・その他、管理者が必要と認めた場合。 

 

 

損害賠償・利用取消 



・利用料金 

(1)専用利用の利用者は、料金表(P7)に基づき駐車場の利用料金を支払うこととする。 

 

・支払い方法 

(1) 専用利用者は、管理者が指定する期日までに、利用料金を前納しなければならない。 

  ただし、管理者が認めた場合には、前払金50％を管理者の指定期日までに納付して仮予約とし、管理者の指定期日までに残金50％を納付して本予約とする。 

 

・利用料金の還付 

(1) 納付した利用料金は、利用されなくなった場合でも、原則として消費税相当額を含め全額不還付とする。 

  ただし、天災地変、その他不可抗力等に起因して、駐車場を利用できなかった場合、その全部又は一部を還付することができる。 

       

 

 

 

利用料金 



 
 
 
 
 
 
 

利用をご検討されている 
段階でご相談ください。 

(TEL:090-3790-5294) 

 
申請期日: 
利用日の6ヵ月前から 
前日まで申請可能です。 
 
・日程調整 
 
・駐車使用台数 
 
・駐車区画場所 
 
・警備員配置、交通整理計画 
 
※減免申請については 
 別途条件があるため、 
 事前にご相談ください。 

 
 

 
 
申請書を確認の上、 
利用許可書を発行します。 
 
管理者の指定期日までに、 
事前の打ち合わせにて 
決定した支払い内容で 
納付いただき予約完了とな
ります。 

 
 
・利用日前日の鍵の受渡 
 駐車場内の利用説明 
 
・専用利用日 
 専用利用者に開け閉めを 
 行っていただきます。 
 
・利用後 
 原状復旧(ゴミ拾い・清 
 掃等)を行ってくださ
い。 
 
・利用日翌日に鍵の返却 

お問い合わせ 事前調整・要件確認 申請書の提出 利用料金の支払い 利用前日～借用期間 

ヒアリング内容をもとに、 

提案書および 

見積書を作成し、 

クライアントに 

提示します。 

 
 
 
・利用許可申請書 
 
・警備、交通整理計画書 
 
・専用利用にかかるイベン
ト等の概要書類 
 
・減免申請書 
※減免対象となる場合 

申請の流れ 



エリア図 



土・日・祝祭日 平日 駐車可能台数 エリア区分【番号】 

1日 1,650円(税込)/台 1日 1,100円(税込)/台 267/台 【 】 

1日 1,650円(税込)/台 1日 1,100円(税込)/台 685/台 エリア2【立体駐車場】 

1日 1,650円(税込)/台 1日 1,100円(税込)/台 457/台 エリア3【平面駐車場 1～13】 

※区画番号でのご利用やエリア1.2.3での一括ご利用も可能です。 
 

利用方法に関して、柔軟に対応しますので、お気軽にご相談ください。 
 

※土・日・祝は慰霊の日、及び年末年始12月30日～1月3日も含みます。 

オススメ 
料金表 



1.利用許可申請書 

2.警備、交通整理計画書 平面図   

3.専用利用にかかるイベント等の概要 

4.減免申請書 ※市共催、後援団体等、対象となる場合 

※書類提出は下記メールアドレスへ提出をお願いします。 
申請書類提出先:yoyaku@kspparking.com 

 

※申請期間：利用日の6ヵ月前から前日まで申請受付可能です。 

申請書類 



お問い合わせ 

受付時間:09:00～20:00 
 

電話お問合わせ先 
株式会社南日本警備保障 

080-6499-4823 

コザ運動公園立体駐車場の専用利用をご検討のお客様からのお問い合わせを受け付けております。 

対応に関しましては、下記の受付時間内に対応させていただきます。 

 

※コザ運動公園立体駐車場を専用利用されるお客様のお問い合わせ先になります。 

 イベント内容等のお問合せに関しましては、イベント主催者までお問い合わせください。 

 

内容等に関して、変更する場合がございます。予めご了承ください。 

 



団体名 KSP Parking共同企業体 

代表企業 

構成企業 

株式会社南日本警備保障 代表取締役社⾧ 島袋 哲安 

有限会社沖縄ゼネラル  代表取締役社⾧ ⾧嶺 善憲  

電話番号 080-6499-4823 

メールアドレス 

ホームページ 

団体概要 

yoyaku@kspparking.com 

 https://www.kspparking.com/ 


